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市政を問う（文責本人）市政を問う（文責本人）

問　
地
元
新
聞
の
首
長
の

「
き
ょ
う
の
日
程
」
欄
に

は
、
８
月
９
日
「
市
戦
没

者
追
悼
・
平
和
祈
念
式
」、

翌
10
日
は｢

市
総
合
計
画

審
議
会｣

と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
の
通
り
か
。

市
長　

新
聞
と
違
っ
て
い

る
の
は
聞
い
て
い
る
。
こ

の
両
日
は
自
分
自
身
の
人

間
ド
ッ
ク
の
日
程
の
た

め
、
急
き
ょ
変
更
し
た
。

問　
「
市
戦
没
者
追
悼
・

平
和
祈
念
式
」
の
欠
席
理

由
を
、
複
数
の
幹
部
職
員

に
尋
ね
た
が
誰
も
知
ら
な

か
っ
た
。
情
報
共
有
・
情

報
管
理
の
実
態
は
。

市
長

1
日
の
行
動
に
つ

い
て
全
て
の
幹
部
職
員
に

伝
え
て
は
い
な
い
。
知
ら

な
い
幹
部
職
員
が
い
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。

問　
市
長
休
暇
中
の
危
機

管
理
は
十
分
な
さ
れ
て
い

る
か
。

市
長　

８
月
９
日
か
ら
20

日
の
休
暇
期
間
中
大
雨
警

報
が
５
回
発
令
さ
れ
た

が
、
災
害
警
戒
本
部
員
の

幹
部
職
員
は
常
に
情
報
共

有
す
る
体
制
で
危
機
管
理

に
臨
ん
だ
。

問　

首
長
と
し
て
の
公

人
・
公
職
の
職
責
、
役
割

り
の
認
識
や
自
覚
に
つ
い

て
は
。

市
長　

自
分
の
任
期
に
関

わ
ら
ず
、
や
る
べ
き
こ
と

は
や
る
と
い
う
覚
悟
で
あ

る
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
市
内
事
業
者
へ

の
影
響
等
は

問　
市
内
中
小
零
細
事
業

者
の
登
録
状
況
や
、
相
談

等
の
有
無
の
把
握
は
。

市
長　

市
町
村
別
の
登
録

件
数
は
公
表
さ
れ
て
お
ら

ず
、
数
は
把
握
で
き
て
い

な
い
。

　

相
談
に
関
し
て
は
商
工

労
働
課
・
農
林
課
、
商
工

会
や
花
巻
農
協
で
も
個
別

窓
口
相
談
で
対
応
し
て
い

る
。

問　
本
市
の
中
小
零
細
事

業
者
へ
の
影
響
等
に
つ
い

て
は
。

市
長　

領
収
書
に
必
要
な

記
載
が
な
く
、
仕
入
控
除

が
で
き
ず
そ
の
分
の
消
費

税
額
を
負
担
し
た
り
、
不

当
に
消
費
税
相
当
額
の
値

引
き
の
要
求
や
取
引
停
止

の
恐
れ
も
想
定
さ
れ
る

が
、
本
市
で
は
そ
の
よ
う

な
事
例
・
相
談
は
な
い
。

問　
制
度
の
周
知
や
本
市

の
支
援
体
制
等
に
つ
い
て

は
。

市
長　

国
や
関
係
機
関
と

の
連
携
、
商
工
会
、
農
業

関
係
団
体
等
で
の
セ
ミ
ナ

ー
、講
習
会
等
の
開
催
や
、

制
度
に
対
応
し
た
会
計
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に
活
用
で

き
る
補
助
金
も
あ
る
。

瀧本 孝一 議員 公人・公職の認識、情報共有、公人・公職の認識、情報共有、
　　　　　　　　危機管理等は　　　　　　　　危機管理等は

市長  やるべきことはやるという覚悟である

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は

　
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

と
は
、﹁
売
手
が
、
買
手
に
対
し
正
確
な
適
用
税
率
や
消
費

税
額
等
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
﹂
で
あ
り
、
一
定
の
事
項
が

記
載
さ
れ
た
請
求
書
や
納
品
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
を
い
い
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
下
で
は
、
税
務
署
長
に
申
請
し
て
登

録
を
受
け
た
課
税
事
業
者
で
あ
る
﹁
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
﹂︵
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
︶
が
交
付
す
る
﹁
イ
ン
ボ

イ
ス
﹂︵
適
格
請
求
書
︶
等
の
保
存
が
仕
入
税
控
除
の
要
件

と
な
り
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
で
き
る
の
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
た
め
に
は
、
登
録
申
請

手
続
き
を
行
い
、
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

課
税
事
業
者
で
な
け
れ
ば
登
録
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

解 説

問　
汚
水
処
理
に
要
す
る

経
費
回
収
率
は
、
29
・
５

％
と
低
く
市
の
補
助
金
頼

り
の
事
業
運
営
が
長
年
続

い
て
い
る
認
識
は
。

市
長　

必
要
費
用
を
使
用

料
で
賄
う
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
に
あ
り
、
不
足
分

（
年
間
６
億
円
以
上
）
は

一
般
会
計
か
ら
補
填
し
て

い
る
。
ま
た
、
使
用
料
水

準
が
適
切
で
な
い
こ
と
が

重
要
な
課
題
で
あ
る
。

問　
改
善
に
は
、
中
長
期

的
な
経
営
戦
略
を
策
定
し

改
革
を
推
進
す
べ
き
。

市
長　

既
に
平
成
29
年
に

作
成
済
で
あ
る
が
、
今
年

度
中
に
、
こ
れ
ま
で
の
分

析
結
果
を
ふ
ま
え
大
幅
な

見
直
し
行
う
。

問　
事
業
費
と
人
件
費
の

削
減
策
と
し
て
民
間
会
社

へ
の
包
括
的
事
業
委
託
を

検
討
す
べ
き
で
は
。

市
長　

現
状
の
ま
ま
で
は

抜
本
的
な
解
決
策
に
な
ら

な
い
。
新
た
な
経
営
戦
略

を
明
確
に
し
、
そ
の
上
で

今
後
の
検
討
事
項
に
す

る
。

問　
農
業
集
落
排
水
事
業

の
経
費
回
収
率
は
極
端
に

悪
い
状
態
に
あ
る
。
改
善

策
と
し
て
、
設
備
の
更
新

時
期
等
を
捉
え
て
浄
化
槽

へ
交
換
す
べ
き
で
は
。

市
長　

経
費
削
減
が
期
待

で
き
る
重
要
な
提
案
と
捉

え
、
今
後
の
検
討
事
項
に

す
る
。

下水道事業の課題解決策は下水道事業の課題解決策は
市長  新たな経営戦略策定により改善を図る

畜
産
振
興
公
社
の

課
題
解
決
策
は

問　
畜
産
振
興
公
社
の
課

題
解
決
策
は
。

市
長　

関
係
者
と
相
談
し

な
が
ら
善
後
策
を
講
じ

る
。

問　

収
支
状
況
の
悪
化
、

施
設
の
老
朽
化
、
人
材
不

足
な
ど
課
題
山
積
の
現
状

認
識
は
。

市
長　

大
変
厳
し
い
経
営

状
況
に
あ
り
、
的
確
な
対

応
策
が
必
要
で
あ
る
。

問　
建
物
や
設
備
類
の
老

朽
化
と
故
障
が
著
し
い
。

改
善
策
は
。

市
長　

改
善
に
は
多
額
の

予
算
を
要
す
る
こ
と
か
ら

優
先
順
位
を
見
定
め
な
が

ら
対
応
す
る
。

問　
第
三
次
馬
事
振
興
ビ

ジ
ョ
ン
（
令
和
３
〜
７
年

度
）
は
、
理
想
論
の
掛
け

声
だ
け
で
行
動
が
伴
っ
て

い
な
い
。

市
長　

ビ
ジ
ョ
ン
達
成
は

行
政
だ
け
で
で
き
る
も
の

で
な
い
。
関
係
者
が
戦
略

的
視
点
を
共
有
し
、
成
果

を
最
大
化
し
て
い
く
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
が
重
要
と
考
え

る
。

問　
職
員
の
高
齢
化
と
人

材
不
足
の
改
善
に
は
、
当

局
の
支
援
強
化
が
必
要
で

あ
る
。

市
長　

現
場
の
作
業
環
境

と
事
務
の
合
理
化
を
考
慮

し
、
人
手
の
要
否
を
明
確

化
し
な
が
ら
対
応
策
を
講

じ
る
。

佐々木 大三郎 議員

市長欠席の下で開催された令和５年度「市戦没者
追悼・平和祈念式」の様子

項目／年度 R3 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50 R55
対汚水処理費経費回収率 29.5 28.4 27.9 26.1 24 18.8 17.9 16.5 15.6 13.3 11.1 9.1
使用料収入の見通し 1.42 1.41 1.32 1.23 1.13 1.04 0.95 0.87 0.78 0.69 0.6 0.5
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（％）（億円）

使用料収入の見通し 対汚水処理費経費回収率

経費回収率
　使用料収入÷汚水処理費×100�
　汚水処理の費用に対する使用料収入の割合
（R3年度の経費回収率は29.5%。例えで、100
円の経費に対し使用料収入は29.5円。不足分
の70.5円は市の一般財源から補填）

解 説


